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六
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安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
松
本
大
輔
君
提
出
緑
資
源
機
構
に
よ
る
官
製
談
合
と
天
下
り
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
松
本
大
輔
君
提
出
緑
資
源
機
構
に
よ
る
官
製
談
合
と
天
下
り
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
五
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
緑
資
源
幹
線
林
道
の
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

業
務
の
発
注
に
関
す
る
談
合
疑
惑
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
昨
年
十
月
に
公
正
取
引
委
員
会
が
立
入
検
査
を
行
い
、
本
年

五
月
二
十
四
日
に
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
。
以
下

「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
に
違
反
す
る
犯
罪
が
あ
っ
た
と
思
料
す
る
と
し
て
、
公
正
取
引
委
員
会
が
財
団
法
人
林
業
土

木
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
、
株
式
会
社
フ
ォ
レ
ス
テ
ッ
ク
、
財
団
法
人
森
公
弘
済
会
及
び
株
式
会
社
片
平
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

（
以
下
「
四
法
人
」
と
い
う
。
）
を
告
発
し
、
検
察
当
局
の
捜
査
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
関
係
当
局
に
よ

り
調
査
・
捜
査
中
で
あ
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
お
答
え
は
差
し
控
え
た
い
。

二
に
つ
い
て

機
構
の
談
合
疑
惑
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
に
設
置
さ
れ
た
「
緑
資
源
機
構
談
合
等
の
再
発
防
止
の
た

め
の
第
三
者
委
員
会
」
（
以
下
「
第
三
者
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
抜
本
的
な
再
発
防
止
策
を
検
討
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
関
係
当
局
に
よ
り
調
査
・
捜
査
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
農
林
水
産
省

一



に
よ
る
聴
き
取
り
調
査
に
つ
い
て
は
、
関
係
当
局
に
よ
る
調
査
・
捜
査
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
基
本
と
し
て
、

第
三
者
委
員
会
に
お
け
る
今
後
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
適
切
に
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

公
正
取
引
委
員
会
に
よ
り
告
発
さ
れ
た
四
法
人
に
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
ま
で
の
十
年
間
に
機
構
か
ら
再
就
職
し
た
人

数
は
、
独
立
行
政
法
人
の
組
織
等
に
関
す
る
予
備
的
調
査（
武
正
�
一
君
外
五
十
四
名
提
出
、
平
成
十
八
年
衆
予
調
第
三
号
）

に
よ
る
と
、
財
団
法
人
林
業
土
木
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
に
つ
い
て
は
該
当
な
し
、
株
式
会
社
フ
ォ
レ
ス
テ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
一

名
、財
団
法
人
森
公
弘
済
会
に
つ
い
て
は
十
七
名
、株
式
会
社
片
平
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
一
名
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
十
六
年
か
ら
平
成
十
八
年
ま
で
の
「
再
就
職
状
況
の
公
表
」
で
は
、
平
成
十
五
年
八
月
十
六
日
以
降
の
三
年

間
に
、
農
林
水
産
省
の
課
長
・
企
画
官
相
当
職
以
上
で
離
職
し
、
四
法
人
に
、
離
職
後
二
年
以
内
に
最
初
の
再
就
職
を
し
た

人
数
は
、
財
団
法
人
林
業
土
木
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
に
つ
い
て
は
七
名
、
株
式
会
社
フ
ォ
レ
ス
テ
ッ
ク
、
財
団
法
人
森
公
弘
済

会
及
び
株
式
会
社
片
平
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
該
当
な
し
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
平
成
十
六
年
以
降
に
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
三
条
第
三
項
に
基
づ
く
承
認
申

請
を
行
い
、
農
林
水
産
省
を
離
職
後
二
年
以
内
に
株
式
会
社
フ
ォ
レ
ス
テ
ッ
ク
、
株
式
会
社
片
平
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
に
再

二



就
職
し
た
事
例
は
な
い
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
受
注
先
企
業
及
び
団
体
の
数
が
多
く
、
こ
れ
ら
に
再
就
職
し
た
者
の
数
を
確
認
す
る
作
業
が
膨
大

と
な
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

現
在
、
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
り
告
発
さ
れ
る
と
と
も
に
、
検
察
当
局
に
よ
る
捜
査
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

お
答
え
は
差
し
控
え
た
い
。

七
に
つ
い
て

昨
年
十
月
の
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
立
入
検
査
以
降
、
平
成
十
八
年
度
末
ま
で
の
過
去
五
年
間
に
緑
資
源
幹
線
林
道
事

業
の
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
を
受
注
し
た
企
業
及
び
団
体
（
以
下
「
受
注
法
人
」
と
い
う
。
）
に
農
林
水
産
省

か
ら
再
就
職
し
た
者
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
な
お
、
機
構
か
ら
受
注
法
人
に
再
就
職
し
た
者
は
一
名
で
あ
る
と
の
報
告
を

受
け
て
い
る
。

ま
た
、
本
年
四
月
二
十
六
日
以
降
、
受
注
法
人
へ
の
林
野
庁
及
び
機
構
か
ら
の
再
就
職
に
つ
い
て
は
自
粛
し
て
い
る
と
こ

三



ろ
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

本
年
一
月
十
八
日
に
機
構
が
設
置
し
た
「
入
札
制
度
等
改
革
委
員
会
」
は
、
昨
年
十
月
に
公
正
取
引
委
員
会
の
立
入
検
査

を
受
け
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
入
札
制
度
の
在
り
方
等
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
実
態
に
精
通
し

て
い
る
者
を
含
め
、
す
べ
て
の
理
事
を
参
画
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
と
の
報
告
を
機
構
か
ら
受
け
て
い
る
。

本
年
四
月
二
十
六
日
に
、
農
林
水
産
大
臣
よ
り
機
構
の
理
事
長
に
対
し
、
機
構
に
よ
る
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業

務
及
び
工
事
の
発
注
に
つ
い
て
、
直
ち
に
一
般
競
争
入
札
に
切
り
替
え
る
よ
う
指
示
を
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
本
年
五
月
二
十
四
日
に
、
独
占
禁
止
法
に
違
反
す
る
犯
罪
が
あ
っ
た
と
思
料
す
る
と
し
て
、
公
正
取
引
委
員
会
が

四
法
人
を
告
発
し
た
こ
と
を
受
け
、
農
林
水
産
大
臣
よ
り
機
構
の
理
事
長
に
対
し
、
本
件
の
原
因
の
徹
底
的
な
解
明
と
そ
の

原
因
を
根
絶
す
る
た
め
の
具
体
的
な
対
策
に
つ
い
て
、
外
部
の
有
識
者
に
よ
り
早
急
に
検
討
す
る
よ
う
指
示
を
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

第
三
者
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
抜
本
的
な
再
発
防
止
策
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
場
と
し
て
、
委
員
間
の
率
直
な
意
見
交

四



換
を
確
保
す
る
こ
と
等
が
必
要
で
あ
り
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
会
議
の
運
営
等
に
つ
い
て
は
、
同
委
員
会
の
主
体
的
な
判

断
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。本
年
五
月
十
八
日
に
開
催
さ
れ
た
第
三
者
委
員
会
に
つ
い
て
は
、

同
委
員
会
の
判
断
と
し
て
、
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
案
件
を
含
め
事
実
関
係
に
つ
い
て
委
員
の
共

通
認
識
を
形
成
す
る
過
程
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
会
議
を
非
公
開
と
し
た
が
、
委
員
会
の
終
了
後
、
委
員
の
主
な
意
見
に
つ

い
て
、
そ
の
概
要
の
公
表
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五


